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第１章 計画の概要 

 

１ 計画の趣旨 

 

平成25年６月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「全ての健康保険組合

に対し、診療報酬請求明細書（以下「レセプト」という。）等のデータの分析、それに基

づく加入者の健康保持増進のための事業計画として「データヘルス計画」の作成・公表、

事業実施、評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取組を行うことを推進す

る。」とされ、保険者はレセプト等を活用した保健事業を推進することとされました。 

その方針を踏まえ、平成26年３月、国民健

康保険法に基づく保健事業の実施等に関する

指針(平成16年厚生労働省告示第307号)の一

部が改正され、保険者は健康・医療情報を活

用してＰＤＣＡサイクル※１に沿った効果的

かつ効率的な保健事業の実施を図るための保

健事業の実施計画（データヘルス計画）を策

定した上で、保健事業の実施、評価及び改善

等を行うこととされました。 

出典：厚生労働省（データヘルス計画作成の手引き） 

図表1-3保険事業のＰＤＣＡサイクル 

その後、平成30年４月から都道府県が財政運営の責任主体として共同保険者となり、ま

た、令和２年７月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2020（骨太方針2020

 ）」において、保険者のデータヘルスの計画の標準化等の取組の推進が掲げられ、令和

４年12月に経済財政諮問会議における「新経済・財政再生計画改革工程表2022」において、

「保険者が策定するデータヘルス計画の手引きの改訂等を行うとともに、当該計画の標準

化の進展にあたり、保険者共通の評価指標やアウトカムベースでの適切なＫＰＩ※2の設定

を推進する。」と示されました。 

本市では、これまでも特定健康診査の結果、統計資料等を活用した「湯沢市国民健康保

険特定健康診査等実施計画」、「第二次いきいき湯沢21」に基づいた保健事業を実施し、

平成28年８月からはＫＤＢ、レセプト等データを活用した「湯沢市国民健康保険保健事業

実施計画（以下、「データヘルス計画」という。）（第１期・第２期）」に基づき、総体

的に保健事業を展開してきました。被保険者を健康保持増進へと導き湯沢市全域での健康

長寿社会を実現するため、第２期データヘルス計画の中間評価で課題となった項目を含め

最終評価を実施し、事業の見直しや新たな課題の取組に向けて令和６年度からの第３期デ

ータヘルス計画を策定します。 

※１ ＰＤＣＡサイクル:plan(計画)-do(実施)-check(評価)-action(改善)の略で業務改善の手法の一つ。 

※２ ＫＰＩ: Key Performance Indicator の略称。 重要業績評価指標 。 
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２ 計画の位置付け 

 

 本計画は、湯沢市国民健康保険の保険者である湯沢市が策定する計画であり、国の「国

民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（健康日本21）」、秋田県の

「健康秋田21計画」、そして本市の「いきいき湯沢21」に示された基本的な方針を踏まえ

たものとします。 

 また、本市の最上位計画の「湯沢市総合振興計画」に基づく各施策実現のための個別計

画として、保健事業の中核をなす「湯沢市国民健康保険特定健康診査等実施計画（以下、

「市特定健診実施計画」といいます。）」と一体的に保健事業を展開するものです。 

 

 

３ 計画期間 

 

 計画期間は、秋田県医療費適正化計画、医療計画との整合性を考慮して、令和６年４月

から令和12年３月までの６年間とします。なお、令和９年３月までを前期計画、令和12年

３月までを後期計画とします。 

湯沢市総合振興計画
第２章 健康と暮らしを共に支え合う笑顔あふれるまち

第３節 心身が健康で活力あるまちの実現

健康日本２１

健康秋田２１計画

湯沢市国民健康保険保健事業実施計画

（データヘルス計画）

湯沢市国民健康保険特定健康診査等実施計画

いきいき湯沢２１

<国>

<秋田県>

<湯沢市>
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第２章 第２期計画の評価と課題 

 

１ 湯沢市の特性と健康課題の把握 

被保険者全体の健康水準や医療費への効果を検証し、計画全体の達成度を評価しまし

た。 

 

⑴ 国民健康保険の加入状況 

本市の人口は年々減少し続けていますが、被保険者数はそれを上回って減少している

ため、加入率は減少の傾向にあります。 

 

■国民健康保険加入者数と加入率の推移              

 

  

国保加入者数は60歳を超えて急増しています。これは退職による被用者保険からの加

入増によるものと考えられ、70～74歳の年代が最多となっています。 

 

■年代別国保被保険者数（令和４年度末）   

35 
56 
77 
81 
71 
89 

104 
193 
206 
225 
268 
296 

589 
1,129 

1,421 

27 
46 
57 
94 
65 
51 
90 
110 
121 
163 
207 
257 

620 
1,148 

1,470 

0 500 1,000 1,500 2,000

05001,0001,5002,000

  0-4
  5-9
 10-14
 15-19
 20-24
 25-29
 30-34
 35-39
 40-44
 45-49
 50-54
 55-59
 60-64
 65-69
 70-74

男性人数 女性人数

単位：人

出典：住民基本台帳（年度末人口） 

事業年報Ａ表（年度平均被保険者

出典：ＫＤＢシステム、「人口及び被保険者の状況_2」 

C21_006（S21_006） 



5 

  

⑵ 健康課題の把握 

①主な死因について 

本市の疾病による死因を男女別でみると、男女とも「悪性新生物」「心疾患」「脳

血管疾患」「肺炎」の順で、男性は女性に比べ「悪性新生物」の割合がやや高くなっ

ています。また、「老衰」は女性の死因の２位で、男性との差が大きく出ています。 

「悪性新生物」「心疾患」「脳血管疾患」が疾病による死因の上位を占め、構成割

合は第２期計画策定時から大きな変化はありません。これらは「高血圧症」「糖尿病」

「高コレステロール血症」などの生活習慣病と大きく関連があり、生活習慣の改善が

健康長寿への道筋になるものと考えられます。 

 

■湯沢市の死因割合（令和3年）                

 
    

 

  

出典：令和3年秋田県衛生統計年鑑 
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②診療費の分析 
 

■診療費の経年比較 
 

本市における診療費の推移は、
入院が令和元年度、外来が令和３
年度にやや増加しているものの、
全体としてはいずれも減少の傾向
にあります。 
 
資料：ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」 

【C21_001（S21_001）】 

○入院医療費総額＝レセプト総点数（入院）×10 

○外来医療費総額＝レセプト総点数（外来）×10 

  

 

 

 

 
■一人当たりの診療費（入院）の経年比較 

 
一人当たりの診療費（入院）の

経年比較では、令和元年度に増加
し、その後令和３年度まで減少傾
向にあったものの、令和４年度に
は増加に転じています。 
 
資料：ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」 

【C21_001（S21_001）】 

１人当たり医療費点数（入院）×10×12月 

 

 

 

 

 

 
■一人当たりの診療費（外来）の経年比較 

 

一人当たりの診療費（外来）
は、増加傾向にありますが、県平
均と比較すると約９割で推移して
います。 

 
資料：ＫＤＢシステム「地域の全体像の把握」 

【C21_001（S21_001）】 

１人当たり医療費点数（外来）×10×12月 

  

1,565,176 1,615,601 1,502,634 1,401,086 1,399,448

1,961,135 1,892,766 1,859,352 1,951,759 1,934,199
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③生活習慣に関連する主な傷病名における疾病構造の推移 

生活習慣に関連する主な15疾病における医療費の割合を見ると、「がん」は増加傾

向にあり、令和４年度には35.9％となり、医療費も５年間で最高額となっています。

また、「糖尿病」の割合は10％程度で推移しており、令和２年度までわずかに減少し

た後、令和３年度以降わずかに増加しています。 

「高血圧症」「脂質異常症」の割合はわずかに減少傾向にあり、「慢性腎不全（透

析有）」の割合は横ばいとなっています。 

 

■生活習慣に関連する主な15疾病における医療費の割合 

  

（単位：円）

湯沢市

疾病別医療費
平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

慢性腎不全（透析有） 139,517,980 137,792,900 116,742,440 127,500,840 128,038,000

慢性腎不全（透析無） 7,497,250 7,902,770 11,229,370 7,549,290 7,487,640

がん 553,360,340 559,123,340 594,100,660 634,944,560 644,009,560

精神 308,141,690 317,537,460 315,182,090 285,386,280 235,543,880

筋・骨格 298,888,830 301,329,080 293,244,650 318,526,440 284,200,580

糖尿病 203,801,890 197,771,810 188,953,130 194,139,210 191,708,280

高血圧症 174,402,730 161,454,990 149,829,200 147,319,720 137,056,150

高尿酸血症 1,705,620 1,784,830 1,922,540 2,168,290 1,460,930

脂肪肝 2,973,770 2,746,310 2,649,960 3,067,390 4,526,810

動脈硬化症 4,376,680 5,152,290 2,322,190 4,001,670 1,355,770

脳出血 20,554,620 6,444,700 28,597,920 15,768,360 12,795,430

脳梗塞 52,796,110 32,835,930 48,628,330 34,486,060 33,692,810

狭心症 23,838,450 32,229,700 26,041,590 23,430,110 28,648,620

心筋梗塞 5,592,560 8,599,020 13,262,440 5,662,170 13,826,830

脂質異常症 89,210,080 88,426,180 76,351,200 75,700,760 68,270,280

出典：KDBシステム「地域の全体像の把握」【C21_001（S21_001）】

○割合：最大医療資源傷病名ごとの医療費÷総医療費×100 ○医療費：最大医療資源傷病名ごとの医療費
※上記15疾病のみを集計対象としており、その他の疾病については含んでいない。
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④人工透析実施者の分析 

人工透析実施者率（レセプトに人工透析にかかる診療コードが記載されている方の

人数を被保険者数で除した数字）は、秋田県平均と同水準で横ばいとなっています。

男女とも同水準で、男性は0.2～0.3％、女性は0.2％で推移しています。秋田県平均と

比較すると、男性はわずかに下回っており、女性は同水準にあります。 

令和４年度の人工透析実施者数は24人で、男性15人、女性9人となっています。 

 
■人工透析実施者数・率 
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出典：KDBシステム「厚生労働省様式3-7」【C21_020（S21_020）】

○人工透析実施者率＝人工透析人数÷被保険者数 ※各年度KDBシステム5月処理時点の数字（主に3月診療分データを反映

し、一部月遅れ請求等のデータについても反映）
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人工透析医療費を年代別に見ると、60歳代の占める割合が年々高くなっており、70

～74歳の占める割合も令和２年度以降増加しています。 

医療費をみると、40歳代が令和３年度まで減少していたものの令和４年度に大きく

増加しており、前年度比78.1％増の10,690,180円となっています。70～74歳は令和３

年度と令和４年度に増加している反面、レセプト１件あたり医療費は減少しています。 

 

■年代別人工透析医療費 

 

 

（単位：円）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

～20歳代 0 0 0 0 0

30歳代 4,788,080 5,315,570 395,920 2,764,650 1,644,280

40歳代 20,650,490 15,153,130 7,186,460 6,002,310 10,690,180

50歳代 44,699,110 45,267,150 41,604,120 27,102,960 17,687,990

60歳代 50,217,990 54,961,420 52,336,030 71,012,750 73,508,070

70～74歳 19,162,310 17,095,630 15,219,910 20,618,170 24,507,480

（単位：円）

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

～20歳代 0 0 0 0 0

30歳代 399,007 408,890 395,920 345,581 274,047

40歳代 421,439 432,947 399,248 428,736 445,424

50歳代 451,506 481,565 462,268 410,651 421,143

60歳代 436,678 450,503 447,317 422,695 424,902

70～74歳 416,572 488,447 400,524 381,818 360,404

出典：KDBシステム「疾病別医療費分析（細小（82）分類）」【C23_005（S23_005）】

○年代別人工透析医療費＝各年代における最大医療資源傷病名が「慢性腎臓病（透析あり）」となるレセプトの総点数×10

○年代別レセプト１件当たり人工透析医療費＝各年代における最大医療資源傷病名が「慢性腎臓病（透析あり）」となるレセプトの総点数×10÷
各年代における最大医療資源傷病名が「慢性腎臓病（透析あり）」となるレセプトの総件数
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⑶ 特定健康診査・特定保健指導の状況 

①特定健康診査の受診率 

新型コロナウイルス感染症拡大のため集団健診を中止した令和２年度を除き横ばい

の状態が続いていましたが、感染対策を含め受診しやすい体制づくりや受診勧奨に注

力したところ、令和４年度には50.4％と前年度を1.8ポイント上回り、制度開始以降

初の50％超えとなりました。 

※令和２年度は新型コロナウイルス感染症対応により集団健診を中止し、医療機関での個

別健診のみで実施。全国的に人混みを避ける対策がとられ、受診控えもみられました。 

 
 
■特定健診受診の経年比較  

  

4,358 4,113 2,086 3,866 3,881

49.7% 49.4%

25.5%

48.6%
50.4%

37.3% 37.4%
30.6%
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特定健診受診者数・受診率＿全体

湯沢市受診者数 湯沢市受診率 秋田県受診率

人

2,055 1,955 959 1,881 1,949
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23.0%
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34.8% 36.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H30 R01 R02 R03 R04

特定健診受診者数・受診率＿男性

男性受診者数 湯沢市受診率 秋田県受診率

人

2,303 2,158 1,127 1,985 1,932
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特定健診受診者数・受診率＿女性

女性受診者数 湯沢市受診率 秋田県受診率

人

出典：：KDBシステム「健診の状況」 

○特定健診受診率＝健診受診者÷健診対象者×100 
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②特定健康診査の受診率（年代別） 

次に年代別受診率を経年比較すると、年代が高くなると受診率は高くなる傾向にあ

り、49歳以下の若い年代では60％以上の方が未受診となっています。 

経年変化を見ると、70～74歳は65～69歳の受診率が維持されており、退職により被

用者保険から国保に加入する方が多くいる60～69歳の方への周知や受診機会の確保が

重要と考えられます。 

 
 
■特定健診受診の年代別経年比較 

    

 

    令和元年度 

 

令和４年度 

  出典：KDBシステム 厚生労働省様式（様式５－４） 

（健診対象者及び健診受診者のピラミッド） 
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③特定健康診査の結果分析 

特定健診を受診された方の中で有所見者（医師の診断が「異常なし」以外だった方）

の割合は男女性とも血圧の項目が高くなっています。また、BMI、腹囲、中性脂肪に

ついては性別による割合の差が大きく、いずれも男性が10ポイント以上高い状態が続

いています。経年による変化は小さく、高い割合のまま推移しています。 

 
 

■有所見者割合の高い項目 男女別経年比較 

 

 

 

   
出典：KDBシステム「健診の状況」【C21_ 024-厚生労働省様式（様式5-2）】 
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メタボリックシンドロームに該当した人数は、令和４年度に男性で630人、女性で

234人となっています。 

男女別に割合をみると、５年間のうち令和４年度は、男性が平成30年度より5.7ポ

イント増の34.3％と最も高く、やや増加傾向にあります。女性は平成30年度より1.9

ポイント増の12.0％となっており、わずかに増加しています。 

秋田県平均と比較すると、男女ともに同水準で推移しています。 

 

■メタボ該当者の経年比較 

 

  

メタボリックシンドロームとは、内臓肥満（腹囲が男性85㎝以上、女性90㎝以上）に高血圧・高

血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態を指しま

す。 

単に腹囲が大きいだけでは、メタボリックシンドロームには該当しません。 

％
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メタボ該当者数・受診者に占める割合＿全体

湯沢市人数 湯沢市割合 秋田県割合

人

587 584 328 626 630 

28.6%
29.9%
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メタボ該当者数・受診者に占める割合＿男性

男性人数 湯沢市割合 秋田県割合

人

233 234 138 219 234 
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メタボ該当者数・受診者に占める割合＿女性

女性人数 湯沢市割合 秋田県割合

人

出典：KDB システム「健診の状況」【C21_008（S21_008）】 

○メタボ割合＝健診結果でメタボに該当した者の数÷健診受診者数×100 
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メタボリックシンドローム予備群に該当した人数は、令和４年度に男性で290人、女

性で98人となっています。 

男女別に割合を見ると、男女とも令和２年度に増加しその後減少しています。令和

４年度は男性が前年度より0.2ポイント減の15.8％と５年間で最も低く、女性が前年度

と同値の5.0％となっています。 

秋田県平均と比較すると、令和２年度を除きほぼ同水準であるか、わずかに下回っ

ている状況です。 

 

■メタボ予備軍該当者の経年比較 

  

  

メタボリックシンドローム予備軍とは、内臓肥満（腹囲が男性85㎝以上、女性90㎝以上）に高血

圧・高血糖・脂質代謝異常のいずれか１つに該当する方のことを指します。 
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メタボ予備群＿人数・受診者に占める割合＿全体
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人
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メタボ予備群＿男性

男性人数 湯沢市割合 秋田県割合

人

111 121 69 100 98 4.8% 5.6% 6.1% 5.0% 5.0%
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出典：KDB システム「健診の状況」【C21_008（S21_008）】 

○メタボ予備群割合＝健診結果でメタボ予備群に該当した者の数÷健診受診者



15 

 

 特定健診結果のリスク「血糖」「血圧」「脂質」がある方について注目すると、「血圧」

リスクのある方が最も多く、他のリスクとの組み合わせにおいても血圧との組み合わせに

なる方が最も多くなっています。特に、「血圧」と「脂質」のリスクのある方の割合が高

く、秋田県平均を上回り、わずかに増加傾向にあります。 

 

■特定健診結果のリスク「血糖」 

 

 

 

 

 

■特定健診結果のリスク「血圧」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■特定健診結果のリスク「脂質」 

 

  

「脂質」リスクのある方の中では、「脂

質」及び「血圧」のリスクのある方の割合が

最も高く11％～13％で推移しており、わずか

に増加傾向にあります。

次いで「脂質」、「血圧」及び「血糖」の

リスクのある方の割合が高く、5～6％で推移

しています。令和４年度は前年度と変わら

ず、平成30年度より1.3ポイント増の6.3％と

なっています。

「脂質」リスクのある方の割合を秋田県平

均と比較するといずれの年度も上回ってお

り、どちらも増加傾向にあります。令和４年

度は平成30年度より3.4ポイント増の23.5％

となっています。
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増加した後、同水準で推移し、令和４年度に

は平成30年度より1.3ポイント増の6.3％と

なっています。

次いで「血糖」と「血圧」のリスクのある

方の割合が多く、2％程度で推移しており、

横ばいの傾向にあります。

「血糖」リスクのある方の割合を秋田県平

均と比較すると、いずれの年度も下回る状況

が続いています。
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■特定健診結果のリスク「30分以上、週2日以上の運動習慣なし」 

 

 

■特定健診結果のリスク「日常生活で1時間以上、歩行程度の運動習慣なし」 

 

 

 

57.0 57.1 58.2 
62.0 61.2 59.6 59.5 61.1 62.3 62.2 

0

20

40

60

80

H30 R01 R02 R03 R04

１回30分以上の運動習慣なし_全体
湯沢市

秋田県

60.1 59.4 63.1 63.2 
63.7 62.1 62.0 

63.8 64.8 
64.6 

0

20

40

60

80

H30 R01 R02 R03 R04

１回30分以上の運動習慣なし_女性
湯沢市

秋田県

53.5 54.6 52.5 

60.7 58.4 
56.5 56.2 

57.5 59.1 59.1 

0

20

40

60

80

H30 R01 R02 R03 R04

１回30分以上の運動習慣なし_男性 湯沢市

秋田県

％

％ ％

出典：KDBシステム「地域の全体像の把握」【C21_001（S21_001）】、「質問票調査の状況」【C21_007（S21_007）】

○割合＝「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」に「いいえ」と回答した件数÷当該質問に回答した件数×100

特定健診の質問票において「1回30分以上の軽

く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」に

「いいえ」と回答した方の割合は60％前後で推

移しており、秋田県平均と比較すると、やや下

回っています。

男女別にみると、女性の割合がやや高く、令

和４年度は、男性が前年度より2.3ポイント減の

58.4％、女性が前年度より0.5ポイント増の

63.7％となっています。
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出典：KDBシステム「地域の全体像の把握」【C21_001（S21_001）】、「質問票調査の状況」【C21_007（S21_007）】

○割合＝「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」に「いいえ」と回答した件数÷当該質問に回答した件数×100

特定健診の質問票において「日常生活におい

て歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」

に「いいえ」と回答した方の割合は20～30％台で

推移しており、秋田県平均と比較すると、いずれ

の年度も下回っています。

男女別にみると、男女ともに令和２年度にかけ

増加した後、令和３年度に減少に転じており、令

和４年度は男性が前年度より4.1ポイント減の

28.4％、女性が前年度より5.2ポイント減の

23.9％となっています。
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■特定健診結果のリスク「週 3 回以上就寝前に夕食」 

 

 

■特定健診結果のリスク「週 3 回以上朝食を抜く」 
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出典：KDBシステム「地域の全体像の把握」【C21_001（S21_001）】、「質問票調査の状況」【C21_007（S21_007）】

○割合＝「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」に「はい」と回答した件数÷当該質問に回答した件数×100

特定健診の質問票において「週３回以上就寝前夕

食」と回答した方の割合は13.4～17.7％で推移して

おり、秋田県平均がわずかに減少傾向であるのに対

し、令和２年度以降やや増加しています。

男女別にみると、男性の割合が高く、令和元年度

に５年間で最も高い22.6％、令和２年度に減少した

もののその後増加に転じ、令和４年度に21.1％と

なっています。５年間のうち女性は平成30年度に最

も高い13.4％、令和２年度に減少したもののその後

増加に転じ、令和４年度には12.7％となっています。
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出典：KDBシステム「地域の全体像の把握」【C21_001（S21_001）】、「質問票調査の状況」【C21_007（S21_007）】

○割合＝「朝食を抜くことが週に3回以上ある」に「はい」と回答した件数÷当該質問に回答した件数×100

特定健診の質問票において「週３回以上朝食を

抜く」と回答した方の割合は3～5％で推移してお

り、令和２年度まで減少した後、再び増加してい

ます。秋田県平均と比較するといずれの年度もや

や下回っています。

男女別にみると、男性の方がやや割合が高く、

令和４年度には平成30年度より0.9ポイント増の

6.9％、女性は平成30年度より0.3ポイント増の

4.0％となっています。
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■特定健診結果のリスク「喫煙」 

 

 

■特定健診結果のリスク「毎日飲酒」 
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出典：KDBシステム「地域の全体像の把握」【C21_001（S21_001）】、「質問票調査の状況」【C21_007（S21_007）】

○割合＝「現在、たばこを習慣的に吸っている」に「はい」と回答した件数÷当該質問に回答した件数×100

特定健診の質問票において「喫煙あり」と回

答した方の割合は10％台で推移しており、秋田

県平均と比較すると令和２年度を除きやや上

回っています。

男女別にみると、男性の方が割合が高く、令

和４年度は前年度より0.7ポイント増の26.2％、

女性はほぼ横ばいで令和４年度は4.3％となって

います。秋田県平均と比較すると、女性は同水

準で推移しており、男性は令和２年度を除きや

や上回っています。
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出典：KDBシステム「地域の全体像の把握」【C21_001（S21_001）】、「質問票調査の状況」【C21_007（S21_007）】

○割合＝「お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度」に「毎日」と回答した件数÷当該質問に回答した件数×100

特定健診の質問票において「毎日飲酒する」と回

答した方の割合は30％前後で推移しほぼ横ばいで、

秋田県平均と比較するといずれの年度もやや上回っ

ています。

男女別にみると男性の割合が高く、令和４年度は

わずかに減少し、前年度より2.6ポイント減の52.5％

となっています。女性は令和元年度から増加に転じ

ており、令和４年度は平成30年度より1.6ポイント増

の11.2％となっています。
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■特定健診結果のリスク「時々飲酒」 
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出典：KDBシステム「地域の全体像の把握」【C21_001（S21_001）】、「質問票調査の状況」【C21_007（S21_007）】

○割合＝「お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度」に「時々」と回答した件数÷当該質問に回答した件数×100

特定健診の質問票において「時々飲酒する」

と回答した方の割合は20％前後で推移してお

り、秋田県平均と比較するといずれの年度も下

回っています。

男女別にみると、男女ともほぼ同水準で推移

していますが、男性は令和４年度に19.4％で前

年度より2.5ポイント増加しているのに対し、女

性は令和４年度に17.5％で前年度より1.3ポイン

ト減少しています。
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特定健診の質問票において「飲酒量１合未満」と回答した方の割合は 40％台で推移し

最も多く、「飲酒量２～３合未満」と回答した方の割合は秋田県平均を上回る状況が続い

ています。男女別にみると、男性は「１～２合未満」と回答した方の割合が最も多く、

「飲酒量２～３合未満」と回答した方の割合は 20％台で秋田県平均を上回る状況が続い

ています。女性は「１合未満」と回答した方の割合が最も多く、令和元年度に最も多い

80.2％となり、令和４年度では 75.3％と減少しています。 

 

■特定健診結果のリスク「飲酒量」 

 

  

出典：KDBシステム「地域の全体像の把握」【C21_001（S21_001）】、「質問票調査の状況」【C21_007（S21_007）】

○割合＝「飲酒日の1日当たりの飲酒量」における飲酒量ごとの回答件数÷当該質問に回答した件数×100
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④特定保健指導終了者の分析 

特定保健指導終了率は令和元年度にやや低下した後、上昇し、令和３年度には平成

30年度より2.2ポイント増の16.2％となっています。男女別にみると女性の方が大き

く増加しており、令和３年度は男性が平成30年度より0.1ポイント減の12.6％、女性

は7.6ポイント増の24.0％となり、女性の実施率が男性を上回る状況が続いています。 

秋田県平均と比較すると、平成30年度から令和２年度まで秋田県平均を下回ってお

り、令和３年度は女性の実施率が秋田県平均をわずかに上回りましたが、令和４年度

は男女とも低下しています。 

 
■特定保健指導終了率の経年比較 
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２ 個別事業評価  

目標を達成するために実施する保健事業として掲げる事業のうち重点事業の３つ

を評価対象とし、事業を取り巻く背景等を勘案し目的や目標に対する達成状況を評

価しました。 

⑴ 特定健診の受診率の向上＜重点事業１（優先）＞ 

事業評価シート 目標値（評価項目） 評価指標 
経年変化 

平成 30 年度 令和元年度 

 ス ト ラ

ク チ ャ

ー評価 

医療機関受診方式に

おける、受診可能圏

域の拡大 

受診可能医療機関 郡内の契約医療機

関 

全県の契約医療機

関 

 健診実施体制（会場

数、受診人数、従事

人員等） 

会場ごとの実績値 ・会場数 

19 会場 

・受診人数 

集団：3,993 人 

医療機関：699 人 

・従事人員 

１会場当たり 5 人 

・会場数 

19 会場 

・受診人数 

集団：3,747 人 

医療機関：708 人 

・従事人員 

１会場当たり 5 人 

 委託事業所との健診

前、中、後の相談・

打合せ 

打合せの実施体制 実施している 実施している 

 プ ロ セ

ス評価 

年度途中でも未受診

者の把握に努め、的

確に勧奨を実施 

健康管理システムに

より未受診者を把握 

 

追加健診や健診終

了前のタイミング

で未受診者を把握

し、勧奨を実施し

ている。 

追加健診や健診終

了前のタイミング

で未受診者を把握

し、勧奨を実施し

ている。 

 広く市民に健診内容

を PR し、事業の理解

を促進する 

PR 体制 ・市広報・市ホー

ムページ・市公式

SNS 

・受診券送付時に

リーフレットを同

封 

・市広報・市ホー

ムページ・市公式

SNS 

・受診券送付時に

リーフレットを同

封 

国保新規加入者への

健診受診の案内と勧

奨 

PR 体制 特に行っていない 健診受診案内チラ

シの配付を行って

いる 

ア ウ ト

プ ッ ト

評価 

未受診者への勧奨通

知送付率 100％ 

勧奨通知送付率 100％ 100％ 

ア ウ ト

カ ム 評

価 

前年度における特定

健診受診率の 2.02%

以上の向上 

法定報告により把握 ・平成 29 年度受

診率 49.6％ 

・平成 30 年度受

診率 49.8％ 

前年度比 

0.2％増 

・平成 30 年度受

診率 49.8％ 

・令和元年度受診

率 49.4％ 

前年度比 

0.4％減 

 

 

 

短 

期 

目 
標 
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※22～31 ページは左右見開きで記載しています 

 評価の

判定 
達成（未達成）状況の確認と評価 

令和４年度 

全県の契約医療機

関 
達成 集合契約により全県の医療機関で受診できる体制となり達成してい

る。 

・会場数 

9 会場 

・受診人数 

集団：3,351 人 

医療機関：798 人 

・従事人員 

１会場当たり 3 人 

達成 

 

健診会場での集団方式と、医療機関での個別方式で実施している。 

医療機関の個別方式は受診期間を 12 月末までとし受診しやすくして

おり、受診者も増加傾向にある。令和 2 年度はコロナ禍により集団

健診を中止。令和 3 年度以降は感染予防対策をとることのできる会

場を選定して集団健診を再開している。 

実施している 達成 

 

健診前後に打合せを実施している。健診実施中においても、随時連

絡できる体制ができている。 

追加健診や健診終

了前のタイミング

で未受診者を把握

し、勧奨を実施し

ている。 

達成 

 

 

タイミングに合わせて未受診者を抽出し、追加健診や医療機関での

受診につなげている。令和 4年度は 40歳、41～59 歳、60～74 歳に年

代を分けて通知内容を変えたほか、特に受診率の低い 40～50 歳代の

未受診者に対しては健診終了前に再度受診勧奨を実施している。 

・市広報・市ホー

ムページ・市公式

SNS 

・受診券送付時に

リーフレットを同

封 

達成 

 

市広報、市ホームページ、市公式 SNS、健診受診券送付時同封リーフ

レット等で健診について広く PR している。 

健診受診案内チラ

シの配付を行って

いる 

達成 

 

健診受診案内チラシを作成し、国保の新規加入者へ周知している。 

100％ 達成 

 

追加健診前や健診終了前に合わせて、未受診者に対し受診勧奨通知

を送付している。 

・令和３年度受診

率 48.6％ 

・令和４年度受診

率 50.4％ 

前年度比 

1.8％増 

未達成 

 

 

対象外届の周知や、ドック費用助成者に質問票を記入してもらうこ

とで特定健診受診とみなし受診率向上を図ってきた。このほか年代

別に通知内容を工夫して受診勧奨し、令和 4 年度は受診率 50%を超え

たものの目標値には至らなかった。 

※経年変化については計画初年度、中間評価時、最終評価の３か年を掲載 
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事業評価シート 目標値（評価項目） 評価指標 
経年変化 

平成 30 年度 令和元年度 

中
長
期
目
標 

ア ウ ト

プ ッ ト

評価 

短期目標に掲げたア

ウトプットの確実な

実行 

勧奨通知送付率 100％ 100％ 

ア ウ ト

カ ム 評

価 

最終年度特定健診受

診率 60％ 

法定報告により把握 49.8％ 49.4％ 

 

中間評価 

時点の 

課題 

令和元年度から新規の国保加入者へ健康診査やがん検診の受診案内チラシを配布しており、定

年退職となる方の多い 60～64 歳での受診率向上に影響していると考えられるが、若年層の受診

率に大きな変化は見られない。加入手続の際に受診券を交付する等、積極的な受診勧奨も視野

に入れる必要がある。 
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※経年変化については計画初年度、中間評価時、最終評価の３か年を掲載 

  

 評価の

判定 
達成（未達成）状況の確認と評価 

令和４年度 

100％ 達成 

 

令和 2 年度を除き、追加健診前や健診が終了する前に未受診者に対

して受診勧奨通知を送付している。 

50.4％ 未達成 

 

令和 2 年度に受診率 50.4％となり、初めて 50%を超えたが目標には

到達していない。 
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⑵ 特定保健指導の終了率向上＜重点事業２（優先）＞ 

事業評価シート 目標値（評価項目） 評価指標 
経年変化 

平成 30 年度 令和元年度 

 ス ト ラ

ク チ ャ

ー評価 

実施体制（会場数、指

導人員） 

予算 

会場ごとの参加人

数、指導者数 

予算の状況 

湯沢地域 66 人 

稲川地域  9 人 

雄勝地域 17 人 

皆瀬地域  5 人 

・指導人員 18 人 

2,180,530 円 

湯沢地域 34 人 

稲川地域  9 人 

雄勝地域 19 人 

皆瀬地域  4 人 

・指導人員 18 人 

2,086,600 円 

 嘱託保健師との保健指

導前、中、後の相談、

打合せの実施 

実施体制 実施している 実施している 

 

 プ ロ セ

ス評価 

特定保健指導終了率向

上に向けた取り組み 

地域特性の把握 

実施方法の検討状

況 

 

 

・院内・秋ノ宮地

区の動機づけ支援

者に対する訪問型

指導を実施 

 

課内で実施方法を

検討 

・横堀・小野地区

の動機づけ支援者

に対する訪問型指

導を実施 

 

課内で実施方法を

検討 

 広く市民に健診内容を

PR し、事業の理解を促

進する 

 

 ・市広報・市ホー

ムページ・市公式 

SNS 

・受診券送付時に

リーフレットを同

封 

・保健指導案内時

にリーフレットを

同封 

・市広報・市ホー

ムページ・市公式

SNS 

・受診券送付時に

リーフレットを同

封 

・保健指導案内時

にリーフレットを

同封 

ア ウ ト

プ ッ ト

評価 

訪問型保健指導におけ

る実施率向上 

対象地区の訪問型

保健指導実施率 

院内地区 40.0％ 

秋ノ宮地区 

50.0％ 

横堀地区 18.8％ 

小野地区 16.7％ 

ア ウ ト

カ ム 評

価 

前年度における特定保

健指導終了率の 6.45%

以上の向上 

法定報告により把

握 

平成 29 年度  

15.4％ 

平成 30 年度 

14.0％ 

前年度比 

1.4％減 

平成 30 年度  

14.0％ 

令和元年度 

9.6％ 

前年度比 

4.4％減 

 ア ウ ト

プ ッ ト

評価 

短期目標に掲げたアウ

トプットの確実な実行 

対象地区の訪問型

保健指導実施率 

院内地区 40.0％ 

秋ノ宮地区 

50.0％ 

横堀地区 18.8％ 

小野地区 16.7％ 

ア ウ ト

カ ム 評

価 

最終年度特定保健指導

終了率 60％ 

法定報告により把

握 

終了率 14.0％ 終了率 9.6％ 

 

中間評価 

時点の課題 

終了率が低下傾向である。令和２～３年度は増加したものの、４年度は元年度の水準に

下落している。保健指導への参加意思が低いこと等が考えられる。 

国の定める目標値とは大きく乖離しているため、目標値の見直しも含め検討が必要。 

短
期
目
標 

中
長
期
目
標 
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 評価の

判定 
達成（未達成）状況の確認と評価 

令和４年度 

湯沢地域 32 人 

稲川地域 9 人 

雄勝地域 4 人 

皆瀬地域  6 人 

・指導人員 15 人 

 866,681 円 

達成 参加しやすい会場や時間及び参加人数に対しての指導者・予算を確保でき

ている。 

実施している 達成 随時打合せを行っており、スムーズに実施できている。 

・健診結果遅延等

により、一部地区

を除いて 40～50 歳

代の動機付け支援

対象者に訪問型保

健指導を実施 

評価 

不可 
令和 3 年度から全地区の 40～50 歳代の動機づけ支援対象者に対して、訪

問型指導を実施することにしたが、令和 4 年度は委託先の納品する健診結

果の不備や遅延等により、限られた地区で実施せざるを得ない状況だっ

た。 

・市広報・市ホー

ムページ・市公式

SNS 

・受診券送付時に

リーフレットを同

封 

・保健指導案内時

にリーフレットを

同封 

達成 健診受診券送付時及び対象者への保健指導案内時にリーフレットによる事

業周知。健診開始前に市広報・市ホームページ・市公式 SNS による事業周

知した。また、かかりつけ医への保健指導勧奨依頼を実施した。 

特定健診の皆瀬会

場、追加健診受診

者を対象 

75.0％ 

評価 

不可 
計画途中で訪問型指導の対象を、全地区の 40～50 歳代の動機付け支援対

象者に変更した。また、令和 4 年度は一部で訪問型指導を実施したため、

対象者（分母）が少なく実施率が高い結果となった。計画当初から変更が

あったため評価不可とした。 

令和３年度  

19.2 

令和４年度 

16.9％ 

前年度比 

2.3％減 

未達成 令和 2 年度を除き目標値に達成していない。終了率の向上にむけ効果的に

訪問型保健指導が行われるような取り組みが必要と考えられる。 

・一部地区で 40～

50 歳代の動機付け

支援対象者に訪問

型 保 健 指 導 を 実

施・実施率 75.0％ 

評価 

不可 
令和３年度から、対象地区を設けずに 40～50 歳代の動機付け支援対象者

に対し訪問型保健指導を実施している。令和４年度は健診結果遅延等によ

り保健指導の実施期間が限られ、全地区での実施はできなかった。 

終了率 9.8％ 未達成 目標値とは大きく乖離している。 

※経年変化については計画初年度、中間評価時、最終評価の３か年を掲載 

  



28 

⑶ 糖尿病重症化予防事業＜重点事業３（優先）＞ 

事業評価シート 目標値（評価項目） 評価指標 
経年変化 

平成 30 年度 令和元年度 

ストラクチャー

評価 

計画的な研修を受講する体

制構築 

医師会、歯科医師会等関係

機関、糖尿病専門医との相

談連携。理解を得たうえで

実施 

・受講内容を共有

すべく復命会を

実施 

・相談連携を実施 

・研修の復命を

実施 

・関係機関、専

門医との相談

連携を実施 

・研修の復命を

実施 

・関係機関、専

門医との相談

連携を実施 

ストラクチャー

評価 

地域中核病院糖尿病サポー

トチームとの相談、連携 

相談連携を実施 実施している 実施している 

プロセス評価 KDB によるレセプト分析に

より対象者を把握した上で

事業を実施し、結果につい

て国保部局、保健部局との

情報共有し、課題解決へ取

り組む 

国保部局、保健部

局との連携会議の

実施状況 

実施している 実施している 

広く市民に健診内容を PR

し、事業の理解を促進する 

実施状況 実施している 実施している 

 アウトプ

ット評価 

対象者への参加勧奨実施率

100% 

勧奨通知、訪問に

よる実績により 

実施率 100％ 実施率 100％ 

 アウトカ

ム評価 

参加者の満足度 80％以上 

参加者の医療機関受診率

80％以上 

参加者の声 

・アンケートより 

・KDB レセプトデ

ータより 

 

・参加者の満足

度：全員が「理

解できた」また

は「おおむね理

解できた」と回

答 

・参加者の医療

機 関 受 診 率 ：

75.0％ 

・参加者の声：

「受診を再開す

る」 

・参加者の満足

度：講義内容に

より、「理解で

き た 」 ま た は

「おおむね理解

で き た 」 が

27.0％～73.0％

と差がある 

・参加者の医療

機 関 受 診 率 ：

84.6％ 

・参加者の声：

「教室に参加し

受診を決めた」

「食事と運動で

顕著な効果があ

ると分かった」 

 アウトプ

ット評価 

対象者への参加勧奨実施率

100% 

勧奨通知、訪問に

よる実績により 

実施率 100％ 実施率 100％ 

 アウトカ

ム評価 

受診者数 50％ KDB レセプトデー

タより 

10.0％ 50.0％ 

 

短
期
目
標
１ 

糖
尿
病
教
室 

短
期
目
標
２ 

未
治
療
者
受
診
勧
奨 
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 評価の

判定 
達成（未達成）状況の確認と評価 

令和４年度 

・研修の復命を

実施 

・関係機関、専

門医との相談

連携を実施 

・事業専用の医

療機関連絡票

作成 

達成 指導者スキルアップ研修等の受講内容について復命し、スタッフ間で共

有した。また、事業専用の連絡票を作成したことにより、受診勧奨後の

医療機関受診状況及び治療の方向性をより詳しく把握できる体制となっ

た。 

未実施 評価 

不可 

コロナ禍の影響を受け、令和２年度から雄勝中央病院糖尿病サポートチ

ームによる教室が中止となったことから、令和２年度、４年度は感染予

防対策をとりながら市単独で教室を開催した。 

実施している 達成 

 

事業計画や事業内容、事業実施結果について、国保部局及び保健部局で

共有した。 

実施している 達成 市広報、市公式 SNS、リーフレット等により健診の周知を行った。 

実施率 100％ 達成 対象者に対し、訪問による受診勧奨と同時に教室について周知案内を行

った。 

・参加者の満足

度：100％ 

全員が「理解で

き た 」 ま た は

「おおむね理解

できた」と回答 

・参加者の医療

機 関 受 診 率 ：

80.0％ 

・参加者の声：

「わかりやすか

った」、「主治

医 に 相 談 し た

い」、「早めに

受診したいと思

った」 

達成 コロナ禍の影響を受け、令和２年度から雄勝中央病院の教室が中止とな

った。令和３年度は感染症拡大防止のため中止したが、令和２年度は１

回、令和４年度は２回市の教室を開催。参加人数は少なかったものの、

参加者の満足度は高かった。 

実施率 100％ 達成 対象者への受診勧奨率は 100％であり目標達成している。 

76.7％ 達成 受診勧奨者を翌年度８月まで追跡した結果、８割近くが受診しており目

標に達した。 

※経年変化については計画初年度、中間評価時、最終評価の３か年を掲載 
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事業評価シート 目標値（評価項目） 評価指標 
経年変化 

平成 30 年度 令和元年度 

 アウトプ

ット評価 

対象者への受診勧奨実施率

100% 

勧奨通知、訪問に

よる実績より 

100％ 100％ 

 アウトカ

ム評価 

・HbA1c6.5％以上者の割合

5.0%未満 

・HbA1c8.0％以上者の割合

0.7%未満 

KDB 特 定 健 診 結

果、レセプトデー

タより 

 

・HbA1c6.5％以

上者の割合：

6.5％ 

・HbA1c8.0％以

上者の割合：

1.1％ 

・HbA1c6.5％以

上者の割合：

6.6％ 

・HbA1c8.0％以

上者の割合：

1.3％ 

 アウトプ

ット評価 

対象者への受診勧奨実施率

100% 

勧奨通知、訪問に

よる実績により 

100％ 100％ 

 アウトカ

ム評価 

治療再開者割合 50％ KDB レセプトデー

タより 

0％ 12.5％ 

 アウトプ

ット評価 

希望者への保健指導実施率

100% 

勧奨通知、訪問に

よる実績により 

希望者なし 希望者なし 

 アウトカ

ム評価 

検査データの改善 HbA1c の保健指導

前後での低下 

― ― 

  短期目標に掲げたアウトプ

ット目標の確実な実行 

短期目標に同じ   

  ・糖尿病治療費（総額・患

者 1 人あたり）の減少 

・各種事業の確実な実施に

よる受診勧奨者の未受診者

ゼロ 

・糖尿病治療者の中断者数

ゼロ 

・特定疾病受療証

交付状況により 

・KDB 特定健診結

果、レセプトデー

タより 

・糖尿病治療費 

総額 

203,802,000 円 

患者１人あたり 

349,000 円 

・受診勧奨者の 

未受診者 

54 人 

・治療中断者 

 8 人 

・糖尿病治療費 

総額 

197,772,000 円 

患者１人あたり 

   340,000 円 

・受診勧奨者の 

未受診者 

 53 人 

・治療中断者 

 8 人 

 

中間評価 

時点の課題 

人工透析を必要とする方が他の健康保険から移行するケースがあり、職域連携が必要。 

健診未受診かつ診療歴がない方の状態把握ができないため、特定健診受診の受診率を向

上させることが必要。 

 

  

短
期
目
標
４ 

治
療
中
断
者
受
診
勧
奨 

中
長
期
目
標 

短
期
目
標
３ 

H
b
A
1
c
8
.
0

％
以
上
者
個
別
保
健
指
導 

短
期
目
標
５ 

治
療
中
の
患
者

へ
の
保
健
指
導 
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 評価の

判定 
達成（未達成）状況の確認と評価 

令和４年度 

100％ 達成 対象者への受診勧奨率は 100％であり目標達成している。 

・HbA1c6.5％以

上 者 の 割 合 ：

7.8％ 

・HbA1c8.0％以

上 者 の 割 合 ：

1.3％ 

未達成 HbA1c6.5 以上、HbA1c8.0 以上ともに、健診受診者に占める割合が高く

なっており、目標は達成していない。 

100％ 達成 対象者への受診勧奨率は 100％であり、目標達成している。 

50％ 達成 令和 4年度は 12人中 6人が翌年度中に受診再開しており、目標達成して

いる。 

100％ 達成 医療機関より依頼があった 5 人全員に対応しており、目標達成してい

る。 

5 人中 4 人が 

数値低下 
達成 令和 4 年度は、5 人中 1 人が体調不良にて中断となったが、4 人に HbA1c

の改善が見られ、目標達成とした。 

実行できた 達成 途中、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、受診勧奨等は

確実に実行し、目標は達成とする。 

・糖尿病治療費 

総額 

191,708,000 円 

患者 1 人あたり 

 379,000 円 

・受診勧奨者の 

未受診者 

20 人 

・治療中断者 

12 人 

未達成 治療費総額は減少しているが、1 人あたりの額は増加している。また、

受診勧奨後の未受診者数及び治療中断者数はゼロとはならなかった。 

※経年変化については計画初年度、中間評価時、最終評価の３か年を掲載 
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３ 第三者評価 

 

令和５年11月６日の「令和５年度第３回秋田県国民健康保険団体連合会保健事業支

援・評価委員会」にて、各委員から助言をいただきました。 

 

 

４ 評価のまとめ 

・未受診者への受診勧奨により、特定健康診査の受診率は県平均を 10 ポイント以上

上回っているが、国の目標値には届いていない。年代別では特に 40～50 歳代の受

診率が低い 

・特定健診結果の有所見割合は、例年 BMI、収縮期血圧、中性脂肪が県平均より高く、

メタボ該当、メタボ予備軍の割合は県平均と同水準ではあるが、特に男性が高い 

・悪性新生物、心疾患、脳血管疾患が死因の上位を占め、経年的に構成割合等の大

きな変化は見られず、高齢化に伴い今後も上位となることが考えられる 

・診療費の総額はほぼ横ばいで、1 人あたりの年間医療費は、入院・外来ともに県平

均より低い 

・生活習慣に関連する主な 15 疾病における医療費に占める「がん」の割合が高い 

・人工透析実施者率はほぼ横ばいで県と同水準である 

 

５ 課題 

・生活習慣病の早期発見のためにも、引き続き特定健康診査の受診率向上に努める

必要がある 

・生活習慣病予防と健康リスクへの早期対応のため、特定保健指導実施率及び終了

率を高める必要がある 

・「がん」で亡くなる人を減らすため、がん検診及び精密検査未受診者対策を継続

する必要がある 

・人工透析導入の要因となる高血圧や糖尿病の早期発見、早期治療のため、重症化

予防事業を継続する必要がある 

・診療費や年間医療費の削減のために、適正な受診や服薬について啓発を継続して

いく必要がある 
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第３章 第３期計画の取組 

 

１ 第３期計画における保健事業の目的 

 

特定健康診査の結果やレセプトデータの分析により健康課題を把握し、個別の保健

事業を通して国民健康保険被保険者の健康意識及び生活の質（ＱＯＬ）の維持向上、

健康寿命の延伸を図り、湯沢市全域での健康長寿社会を実現することを目的とします。 

 

 

２ 重点保健事業 

⑴ 特定健康診査 

   評価指標 

①特定健康診査の受診率向上 

②メタボリックシンドローム基準該当者・予備軍の割合の減少 

 

⑵ 特定保健指導 

   評価指標 

①特定保健指導による特定保健指導対象者の減少 

②特定保健指導実施率向上 

 

⑶ 糖尿病重症化予防事業 

   評価指標 

①受診勧奨実施率 100％ 

②受診勧奨後の医療機関受診率の向上 

③HbA1c8.0 以上者の割合の減少 

 

⑴、⑵については第４期特定健康診査等実施計画とも関連していることから、本計

画と一体的に取り組むべき事業となります。 

各事業の評価指標及び目標値については、「令和５年度第３回秋田県国民健康保険

団体連合会保健事業支援・評価委員会」の協議において、「必ずしも目標値は国や他

の計画の指標に合わせるものではなく、自治体の実情に合わせてよい」との助言を受

け設定しています。 
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①事業名称

⑦計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

アウトカム

（成果）
指標

50.4% 50.0% 51.0% 52.0% 53.0% 54.0% 55.0%

アウトプット
（実施量・率）

指標
33.1% 31.0% 29.5% 28.0% 27.0% 26.0% 25.0%

事業番号　１

②事業の目的
内臓脂肪症候群を発見し、生活習慣の改善を促すことで、糖尿病や高血圧症等の生活習慣病の発症や重症
化を予防する。

③対象者 40歳から74歳までの市国民健康保険加入者

特定健康診査

・未受診者の理由確認
・対象外届の提出促進
・年度途中の国保加入者への健診情報提供
・医療機関方式受診者の増加
・男性、40歳の受診勧奨強化

令和2年度は感染予防対策により集団健診を中止し医療機関方式のみとしたため受診率は低下したが、次年
度から集団健診を再開し受診率向上に努め受診率は48～49%台で推移し令和4年度は50％となった。なお、
受診者を年代別に見ると40～50歳代の受診率が低い傾向にある。

⑥評価指標

（注）太枠の2026年度は中間評価年度、2029年度は最終評価年度。

特定健康診査受診率

メタボリックシンドローム
基準該当者・予備群の割合

指標

⑧目標値

⑤今後の目標値

④現在までの事業結果

⑩現在までの実施方法（プロセス）
・集団方式および医療機関方式で実施し、集団方式ではがん検診（胃・婦人科除く）と同時実施
・年度途中における未受診者への受診勧奨
・40歳の未受診者受診勧奨時に受診券を再交付
・感染対策を講じられる会場の確保
・国保新規加入者への健診内容案内と勧奨

⑪今後の実施方法（プロセス）の改善案、目標

⑨目標を達成するため
の主な戦略

人間ドック助成事業を利用した者の健診結果の活用、医療機関からの情報提供票、対象外届の提出促進

・特定健康診査受診率
・特定健診結果受診勧奨の医療機関受診率
・医療機関での特定特定健康診査受診率
・男性の特定健診受診率

・集合契約による医療機関方式
・受診しやすい健診会場、受診人数、従事者の確保
・委託事業者と健診前、後の相談や打合せ
・医療機関からの情報提供票の提出促進

⑫現在までの実施体制（ストラクチャー）

⑭評価計画

⑬今後の実施体制（ストラクチャー）の改善案、目標
・市民が受診しやすい会場の確保、感染予防や熱中症予防のための会場環境整備
・健診従事者（行政・保健事業団等）が健診に関して共通認識で対応できるように打合せや情報共有を図る
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①事業名称

⑦計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

アウトカム

（成果）
指標

20.5% 20.0% 21.0% 22.0% 23.0% 24.0% 25.0%

アウトプット
（実施量・率）

指標
9.8% 15.0% 16.0% 17.0% 18.0% 19.0% 20.0%

・健診終了後、随時地域ごとに対象者を抽出して個別に案内し、用紙による申込みを受ける
・40～50歳代は訪問対象とし、健診結果発送後１週間以内に電話し特定保健指導の利用勧奨を行う
・時間帯（日中、夜間）、面談方式（訪問、来所）について対象者の希望にそって実施
・初回面接３か月後に評価を実施

・特定保健指導実施率
・訪問型保健指導実施率
・特定保健指導対象者の減少
・特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率

・実施時期や会場は年度当初に計画するが、健診結果の納入状況により変更する
・健診結果発送から時間を空けずにタイムリーな案内通知をする
・リスクの高さや過去の利用歴に応じた勧奨を実施する
・訪問型や夜間帯の実施は継続する
・電話やネットでも申し込みができるようにする
・重点対象者の検討

⑫現在までの実施体制（ストラクチャー）
・会場の確保、予算
・参加者人数と指導者数の設定
・嘱託保健師等と指導前、中、後の相談や打合せの実施

⑬今後の実施体制（ストラクチャー）の改善案、目標
・利用しやすいよう、できるだけ住居地に近い会場を設定する
・参加希望時間を聞きとる
・嘱託保健師等の確保
・塩分チェックの実施

⑭評価計画

特定保健指導実施率

（注）太枠の2026年度は中間評価年度、2029年度は最終評価年度。

⑨目標を達成するため
の主な戦略

訪問型保健指導、夜間帯の実施、特定健診要受診者に医療機関からの参加勧奨、参加者の改善意向に合わ
せた従事者を配置

⑩現在までの実施方法（プロセス）

事業番号　２ 特定保健指導

②事業の目的
対象者が、自らの生活習慣における課題を認識して行動変容と自己管理を実践することで、メタボリック
シンドロームを改善し、生活習慣病の発症および重症化を予防する。

③対象者 特定健康診査の結果、メタボリックシンドロームまたは予備群に該当し保健指導対象と判定された人

④現在までの事業結果
・訪問型を実施するなど実施率向上に取り組んできたが、目標値には届いていない
・特定保健指導による対象者の減少率は、平成30年度から19～37%で推移しており効果がみられる

⑪今後の実施方法（プロセス）の改善案、目標

⑤今後の目標値

指標 ⑥評価指標

⑧目標値

特定保健指導による特定保健指導
対象者の減少率
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①事業名称

⑦計画策定
時実績

2022年度
(R4)

2024年度

(R6)

2025年度

(R7)

2026年度

(R8)

2027年度

(R9)

2028年度

(R10)

2029年度

(R11)

アウトプット
（実施量・率）

指標
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

アウトカム
（成果）

指標
76.7% 76.0% 76.0% 77.0% 77.0% 78.0% 78.0%

アウトカム
（成果）

指標
1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.0%

事業番号　３ 糖尿病重症化予防事業

②事業の目的
糖尿病未治療者を受診・治療に結び付け、新規人工透析患者を増やさない。また、受診や生活習慣改善に
より糖尿病の重症化を予防することで、医療費の適正化と生活の質（QOL）の維持向上を図る。

③対象者
・県糖尿病重症化予防プログラムによる対象者
・特定健診におけるHbA1c6.5以上の糖尿病未治療者

④現在までの事業結果
人工透析実施者は24人～26人を推移している。人工透析実施率は男性が県平均を下回っており、女性は同
水準である。経年変化でみる人工透析医療費はやや減少している。

⑪今後の実施方法（プロセス）の改善案、目標

⑤今後の目標値

指標 ⑥評価指標

⑧目標値

受診勧奨実施率

受診勧奨後の医療機関受診率
（翌年度8月時点における）

◎未治療者受診勧奨（治療中断者含む）
・国保連より提供されるリスト及び当該年度の特定健診結果より該当者を抽出し、医科レセプトを確認
・受診勧奨者を選定し、訪問、通知等で受診勧奨を実施
・受診勧奨後の医療機関受診状況を確認
◎HbA1c8.0以上個別指導
・対象者へ通知した上で訪問実施
・個別指導御の医療機関受診状況を確認
◎治療中患者の保健指導
・医療機関からの依頼により、随時保健指導開始
・介入前に都度担当者間でカンファレンスを実施
・介入結果を主治医へ報告し、必要時助言を得る
◎糖尿病予防教室
・年度当初に会場、講師確保
・健診結果により対象者へ案内及び受診勧奨

・糖尿病未治療者受診勧奨後の受診率
・治療中断者受診勧奨後の受診率
・新規透析者数、医療費（中長期）

・協議会での助言による受診勧奨対象者の抽出
・高血圧等での治療中の対象者（主治医有り）については、協議会等の助言により受診勧奨内容、方法を検討
・特に健診結果による対象者に対してはタイムリーな受診勧奨を実施
・KDBシステムのツールを活用し、事業介入者の状況を把握

⑫現在までの実施体制（ストラクチャー）
・予算確保
・会場確保
・従事者確保
・糖尿病重症化予防推進に向けての協議会、湯沢雄勝地域糖尿病重症化予防推進協議会（県）への参加
・医師会、歯科医師会等との連携

⑬今後の実施体制（ストラクチャー）の改善案、目標
・医師会、歯科医師会等との連携
・中核病院の糖尿病サポートチームとの連携

⑭評価計画

HbA1c8.0以上の者の割合
（特定健診受診者）

（注）太枠の2026年度は中間評価年度、2029年度は最終評価年度。

⑨目標を達成するため
の主な戦略

・糖尿病重症化予防推進に向けての協議会
・湯沢雄勝地域糖尿病重症化予防推進協議会（県）
・国民健康保険団体連合会保健事業支援・評価委員会

⑩現在までの実施方法（プロセス）
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３ 目標を達成するために実施する保健事業 

 

データヘルス計画の目標を達成するため、健康増進計画（いきいき湯沢２１）に基づ

いた保健事業を実施します。 

 

 

⑴ がん検診 

全てのがん検診において受診率は目標（50％）に達しておらず、受診勧奨、未受

診者勧奨を強化して受診率を高め、早期発見、治療による医療費抑制を図ります。 

男女とも大腸がんの罹患、死亡率が高いため、大腸がん検診の受診勧奨と精検受

診勧奨を重点対策として実施します。 

また、胃がん検診の検査方法を拡充し、令和６年度から、対策型胃内視鏡検診を

実施します。 

 

 

⑵ 歯周疾患検診 

30･40･50･60･70歳の市民に対し受診券を郵送、歯科医療機関方式で実施します。 

歯を失う最大の原因である歯周病を早期発見、早期治療し、口腔の健康保持を増

進することにより、栄養摂取を含む全身の健康維持を図ります。 

（30歳については、市独自で事業の対象者として実施しています） 

 

 

⑶ 骨粗鬆症検診・骨粗鬆症予防教室 

女性に多い骨粗鬆症の予防のため、40･45･50･55･60･65･70歳の女性を対象に検診

を実施、自身の骨密度を知り、整形外科医や理学療法士から予防についての講話を

受けることにより生活習慣の改善を目指します。 

 

 

⑷ 人間ドック助成事業 

生活習慣病を始めとする疾病の早期発見及び予防のため人間ドック（日帰り、宿

泊）、脳ドックに対する助成を実施します。日帰り及び宿泊ドックは基本的に特定

健診と健診項目が重複していることから、申請者に特定健康診査の質問票の記載と

結果通知写しの提出を求め、特定健康診査の受診者として取り扱います。 
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⑸ ジェネリック利用差額通知 

ジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替えた場合の自己負担額等の差額を通

知することで、調剤にかかる費用の理解を促すとともに、医療への関心や、自らの

健康管理への意識高揚を図ります。 

 

⑹ 健康講演会の開催 

健康づくりに関する知識を普及し、市民一人ひとりが自ら健康の保持増進に努め

ることができるよう支援します。 

 

 

⑺ 栄養改善事業 

減塩対策事業や生活習慣予防事業により健康意識を向上させ、健康増進のための

食に関する情報発信事業により栄養知識の普及を図ります。 

地域で活動する食生活改善推進員を養成し、地域住民の健康保持増進に努めます。 

 

 

⑻ 健康づくり推進員の育成 

市民が健康で明るくいきいきと生活できるように、健康の自己努力への支援と正

しい知識の普及を図り、市全体の健康づくりを推進していく基盤整備のため、健康

づくり推進員を委嘱し育成します。 

行政区の町内会長・自治会長等の推薦により市長が委嘱し、健康づくり事業へ協

力いただくとともに自己学習、地域住民への啓発等の活動を支援します。 
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４ 計画の評価方法・見直し 

 

＜評価指標＞ 

・重点保健事業に挙げられた３事業の各評価指標の達成 

・第２期計画からの課題の改善状況 

 

＜評価時期＞ 

毎年、次年度の予算要求前に実施事業の進捗確認、評価（前期計画の評価を含む）

を行い、計画内容や実施事業の見直しを検討するとともに、必要に応じて次年度の

予算編成に反映させます。 

また、前期計画の評価を令和８年10月に、後期計画の評価及び総合評価を計画最

終年度の令和11年10月に実施し、次期データヘルス計画につなげます。 

評価には、ＫＤＢシステムから出力されるデータ、特定健診の国への実績報告後

のデータ及び各事業の実施結果を用います。 

 

＜外部評価＞ 

第三者による外部評価を実施するため、秋田県国民健康保険団体連合会に設置さ

れた保健事業支援・評価委員会から指導・助言を受けるものとします。 

 

 

５ 計画の公表・周知 

 

本計画は、市ホームページ等で公表するとともに、計画の趣旨や保健事業の実施等

については市広報等により周知します。 

また、各行政区の代表者で健康づくりを地域で支えている健康づくり推進員の会議

において、健康課題の分析結果の情報提供や意見交換を積極的に行います。 
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６ 関係部所との連携 

 

⑴ 庁内での実施体制 

被保険者のみを対象として実施する保健事業のほか、広く市民を対象とする保健事

業等、健康の保持増進に資する事業が幅広く存在することから、庁内の関係部所と連

携・役割分担しながら進めます。 

市民生活部市民課 

福祉保健部健康対策課 

福祉保健部長寿福祉課 

 

⑵ 外部有識者等との連携･協力 

本計画の実効性を高めるため、専門的知見を有する第三者としての立場を有する次

の関係団体等から協力を得るとともに、情報を共有するなど連携しながら進めます。 

湯沢市雄勝郡医師会 

湯沢市雄勝郡歯科医師会 

秋田県薬剤師会湯沢雄勝支部 

湯沢市健康づくり推進員 

湯沢市食生活改善推進員 

 

 

⑶ 秋田県、秋田県国民健康保険団体連合会との連携 

平成30年度から国民健康保険財政の運営主体となり共同保険者となっている秋田県

や、ＫＤＢデータ、レセプトデータを取り扱う秋田県国民健康保険団体連合会とは平

素から連携するとともに、現状分析、計画の評価、意見交換など必要に応じて連携・

協力を求めることとします。 

 

 

⑷ 他保険者、医療保険者等との連携 

国民健康保険は転入や転出、後期高齢者医療制度への制度移行、就職や離職などに

よる被保険者の資格異動が多いことから、他保険者や医療保険者と連携・協力し、健

康・医療情報の分析結果の共有、保健事業の連携等に努めることとします。 
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７ 地域包括ケアに係る取組み 

 

国民健康保険は高齢者を多く抱え、介護保険サービスを利用する被保険者が相対的

に多いことから、地域で被保険者を支える連携の促進が必要になります。 

①地域で被保険者を支える連携の促進 

医療・介護・福祉など暮らし全般を支えるための直面する課題などについての議

論（地域ケア会議）に国民健康保険の保険者として参加します。 

②課題を抱える被保険者の把握（分析や課題抽出） 

ＫＤＢデータなどを活用してハイリスク群・予備群等のターゲット層を性・年齢

階層等に着目して抽出します。 

③被保険者への働きかけ（実施する保健事業等） 

②により抽出された被保険者にお知らせ・訪問活動などにより働きかけます。 

地域住民の参加する介護予防を目的とした運動指導の実施、健康教室等を開催、

自主組織を育成します。 

 

 

８ 個人情報の取扱い 

 

本計画に基づく保健事業の実施で得られた個人情報の取扱いについては、個人情報

の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に基づく「国民健康保険組合における個

人情報の適切な取扱いのためのガイドライン（平成17年４月１日厚生労働省）」及び

関係例規の諸規定を遵守します。 

また、個人情報等の活用等について、対象者の同意を必要とするものについては、

対象者から書面等により同意を得たうえで対応します。



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

湯沢市 市民生活部 市民課 国保年金班 

012-8501 秋田県湯沢市佐竹町 1 番 1 号 

TEL 0183(55)8164 FAX 0183(72)9611 

  


